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市町村消費生活センターの設置（広域化を含む）について 
   

県民文化部くらし安全・消費生活課 
 

１ 目標：市町村消費生活センターの人口カバー率 100％(2022年度末) 

 

２ 業務：消費者基本法第 19条及び消費者安全法第８条による消費生活相談等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町村消費生活センターの設置（広域化を含む）状況      （平成 30年 4 月 1日現在） 

区 分 「消費生活センター」設置市町村 人口カバー率 

平成 20年度 １市 [うち新規：長野] ― 

平成 21～ 

  26年度 

12 市  [うち新規： 松本 千曲 大町 茅野 伊那 小諸 安曇野 

 佐久 塩尻 飯山 岡谷] 
57.0％ 

平成 27年度 16市 1町  [うち新規：上田 飯田 諏訪 駒ヶ根 下諏訪]  74.2％ 

平成 28年度 
16市 3町 4村 [うち新規:池田・松川（村）・白馬・小谷（※1） 

富士見・原（※2）］ 
76.8％ 

平成 29年度 
19市 5町 6村 [うち新規：須坂、中野、東御、 

高山・信濃・小川・飯綱（※3）］ 
 84.4％ 

  （※1）協定等に基づき、大町市消費生活センターが構成町村の住民から寄せられる相談・苦情を処理(H28.4.1～) 
（※2）協定に基づき、茅野市消費生活センターが構成町村の住民から寄せられる相談・苦情を処理(H28.10.1～) 
（※3）協定に基づき、長野市消費生活センターが構成町村の住民から寄せられる相談・苦情を処理(H30.1.1～) 

 

４ 県の取組 

   ・広域連携のための協議会等への参加・協力  

    ・センター設置（広域化）に向けた支援（相談員資格取得支援講座の開催等） 

     ・県・市町村事務連携作業チーム消費生活部会による検討 

 

消費生活相談等の業務 

苦情相談、あっせん 

情報収集・提供 

事故等の県との情報交換 
 

市町村 

広域的な見地からの 苦情相談 

高度の専門性・広域的な見地からの あっせん 

広域的見地からの 情報収集・提供等 

県 

市町村＝努力義務 

 

県＝義務 

 
[設置要件] ・専門的な知識・経験を有する相談員の配置 

    ・適切な電子情報処理組織等の設備の配備 

    ・週４日以上の相談・あっせん業務の実施 

 

  利便性・専門性の向上（身近な相談窓口、相談需要の喚起、専門相談員による相談） 

対事業者指導の向上（相談員によるあっせんの実施、悪質事業者への牽制） 

速やかな情報発信（相談に基づく注意喚起） 

 

上記業務を行うために 

設置の効果 

消費生活センターの設置 

資料４ 


